
一

第
百

十

三
号
議
案
　
東
京
都
都
税
条
例
及
び
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
十
三
号
議
案

東
京
都
都
税
条
例
及
び
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
一
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
都
税
条
例
及
び
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

目
次
中
「
第
二
百
十
八
条
」
を
「
第
二
百
十
四
条
」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
条
の
三
第
四
項
第
二
号
中
「
、
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
七
」
を
「
及
び
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
七
」
に
改
め
、
「
並
び
に
第
百
三
条

の
十
三
の
二
に
規
定
す
る
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
係
る
第
二
百
十
四
条
に
規
定
す
る
申
請
、
第
二
百
十
五
条
に
規
定
す
る
届

出
及
び
第
二
百
十
六
条
に
規
定
す
る
承
認
の
取
消
し
（
第
二
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

　
　

第
二
十
四
条
の
七
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
十
条
の
七
」
を
「
第
五
十
条
の
七
第
一
項
」
に
、
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
四
条
の
二
十
二
第
二
項
中
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
源
泉
徴
収
選
択
口
座
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

　
　

第
二
十
四
条
の
二
十
六
中
「
選
択
口
座
」
を
「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
選
択
口
座
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
選
択
口
座
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
二
項
中
「
の
金
額
」
の
下
に
「
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
定
費
用
の
金
額
（
当
該
特
定
費
用
の
金
額
が
選
択
口
座
に

お
い
て
そ
の
年
最
後
に
行
わ
れ
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
譲
渡
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
口
座
内
通
算
所
得
金
額
を
超
え
る

場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
」
を
加
え
る
。

　
　

第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
及
び
発
電
事
業
等
」
を
「
、
発
電
事
業
等
」
に
改
め
、
「
発
電
事
業
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
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二

「
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
（
同
号
に
規
定
す
る
特
定
卸
供
給
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　

第
三
十
一
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
三
十
三
条
中
「
及
び
発
電
事
業
等
」
を
「
、
発
電
事
業
等
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
」
に
改
め
る
。

　
　

第
百
三
条
の
十
二
第
二
項
中
「
記
名
押
印
」
を
「
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
」
に
改
め
る
。

　
　

第
百
三
条
の
十
四
中
「
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
、
「
第
七
百
四
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
承
認
を
受
け

た
」
を
「
第
七
百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
百
十
二
条
中
「
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「
者
は
、
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
「
の
下
欄
に
掲
げ

る
」
を
「
に
定
め
る
」
に
、
「
場
合
で
あ
つ
て
、
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
当
該
承
認
を
受
け
た
」
を
「
当

該
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
削
り
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
　

一　

第
四
十
八
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
特
別
徴
収
義
務
者　

同
条
に
規
定
す
る
帳
簿

　
　

二　

第
百
三
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
油
引
取
税
の
申
告
納
付
義
務
者　

同
項
に
規
定
す
る
帳
簿

　
　

第
二
百
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
の
表
の
各
号
の
上
欄
」
を
「
前
条
各
号
」
に
改
め
、
「
者
は
、
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
「
の
下

欄
に
掲
げ
る
」
を
「
に
定
め
る
」
に
、
「
場
合
で
あ
つ
て
、
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
当
該
承
認
を
受
け
た
」

を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
各
号
に
定
め
る
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記

録
の
備
付
け
及
び
保
存
を
も
つ
て
当
該
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存
に
代
え
て
い
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
帳
簿
の
う
ち
同
条
の
承
認
を
受

け
て
い
る
も
の
」
を
「
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
帳
簿
」
に
改
め
、
「
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
」
を
削
り
、
「
当
該
承
認
を
受
け

た
」
を
「
当
該
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
百
十
四
条
か
ら
第
二
百
十
七
条
ま
で
を
削
る
。

　
　

第
二
百
十
八
条
中
「
第
二
百
十
三
条
各
項
」
を
「
前
条
各
項
」
に
、
「
の
承
認
を
受
け
て
い
る
」
を
「
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

従
つ
て
備
付
け
及
び
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
百
十
四
条
と
す
る
。

　
　

附
則
第
五
条
第
三
項
の
表
中
「
が
二
億
円
」
を
「
（
小
売
電
気
事
業
等
、
発
電
事
業
等
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
に
係
る
収
入
金
額
を
除
く
。
）

が
年
二
億
円
」
に
、
「
及
び
発
電
事
業
等
」
を
「
、
発
電
事
業
等
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
」
に
改
め
る
。



三

第
百

十

三
号
議
案
　
東
京
都
都
税
条
例
及
び
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

附
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
発
電
事
業
等
」
を
「
、
発
電
事
業
等
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
」
に
改
め

る
。

　
　

附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一

項
」
を
「
法
附
則
第
五
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
三
年
東
京
都
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
百
十
四
条
の
改
正
規
定
中
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
五
十
二
項
」
を
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
項
」
に
、
「
同
条
第
五
十
六
項
又

は
第
六
十
六
項
」
を
「
同
条
第
六
十
四
項
又
は
第
七
十
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
百
二
条
の
改
正
規
定
中
「
第
五
十
三
条
第
五
十
五
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
六
十
三
項
」
に
、
「
同
条
第
五
十
九
項
又
は
第
六
十
九
項
」

を
「
同
条
第
六
十
七
項
又
は
第
七
十
七
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一　

第
一
条
中
第
二
十
四
条
の
七
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
十
六
、
第
百
三
条
の

十
二
第
二
項
並
び
に
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定　

公
布
の
日

　

二　

第
一
条
中
目
次
の
改
正
規
定
、
第
四
条
の
三
第
四
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
二
項
、
第
百
三
条
の
十
四
、
第
二
百
十
二
条
、
第

二
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
二
百
十
四
条
か
ら
第
二
百
十
七
条
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
第
二
百
十
八
条
を
第
二

百
十
四
条
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定　

令
和
四
年
一
月
一
日

（
経
過
措
置
）

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係

る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



四

３　

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
（
以
下
「
四
年
一
月
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
二
十

七
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
十
一
号
。
以
下
「
所

得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
七
条
の
十

一
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
譲
渡
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
所
得
税
法
等
改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税

特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４　

四
年
一
月
条
例
第
二
百
十
二
条
及
び
第
二
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
備
付
け
を
開
始
す
る
帳
簿
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

５　

四
年
一
月
条
例
第
二
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
保
存
が
行
わ
れ
る
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。


